
実　技　試　験

☆☆☆解答に当たっての注意事項☆☆☆

・ 問題数は４０問、解答はすべて記述式です。

・ 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを１つ選んでください。

・ 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる

語句・数値を選び、語群に記されたとおりに解答用紙の所定の欄に記入して

ください。また、語群の語句・数値にそれぞれ番号が付してある場合は、そ

の番号のみを記入してください。

・ 語群のない問題の場合、指示に従い解答用紙の所定の欄に直接正解と思われ

る語句・数値・記号を記入してください。

・ 試験問題については、特に指示のない限り、平成２３年１０月１日現在施行

の法令等に基づいて解答してください。
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【第１問】下記の（問１）、（問２）について解答しなさい。

問１

　ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）が、ファイナンシャル・プランニング業務を

行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。ＦＰの行為に関する次の（ア）～（エ）の記

述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

（ア）社会保険労務士資格を有していないＦＰが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、

回答した。

（イ）税理士資格を有していないＦＰが、無償で顧客の具体的な納税額に関する税務相談を行った。

（ウ）弁護士資格を有していないＦＰ（遺言者や公証人と利害関係はない）が、顧客から依頼され、公

正証書遺言の証人となった。

（エ）司法書士資格を有していないＦＰが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。

問２

「金融商品取引法」に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、正しいものには○、誤っているもの

には×を解答欄に記入しなさい。

（ア）金融商品取引法では、金融商品取引業者は、原則として金融商品取引契約締結後に遅滞なく、契

約の概要等を記載した書面を顧客に交付するよう定められている。

（イ）金融商品取引法では、一般投資家に対する販売・勧誘に関して、顧客の知識、経験、財産の状況、

金融商品取引契約を締結する目的に照らして、その人に適応した商品を販売・勧誘しなければな

らないとする「適合性の原則」を定めている。

（ウ）金融商品取引法における金融商品取引業者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
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【第２問】下記の（問３）～（問５）について解答しなさい。

問３

　下記＜資料＞のグラフは、日本、米国、オーストラリア、ユーロ圏、南アフリカの政策金利の推移（イ

メージ図）を示したものである。このグラフのうち、（ア）、（イ）に該当するものの組み合わせとして、

正しいものはどれか。

＜資料＞

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2006年1月 2007年1月 2008年1月 2009年1月 2011年1月

政
策
金
利
（
％
）

2010年1月

各国の政策金利の推移（イメージ図）

（　ア　）

（　イ　）

※表示されている各国の主要政策金利は、以下の中央銀行による指標を参照している。

国名 通貨 中央銀行

日本 円 ＢＯＪ（日本銀行）

米国 米ドル ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）

オーストラリア 豪ドル ＲＢＡ（オーストラリア準備銀行）

ユーロ圏 ユーロ ＥＣＢ（欧州中央銀行）

南アフリカ ランド ＳＡＲＢ（南アフリカ準備銀行）

１．（ア）ユーロ圏　　（イ）米国

２．（ア）ユーロ圏　　（イ）オーストラリア

３．（ア）南アフリカ　（イ）米国

４．（ア）南アフリカ　（イ）オーストラリア
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問４

　下記＜資料＞は、榎本さんの取引金融機関が発行した「残高報告書」の一部抜粋である。この内容に

関してＦＰが榎本さんに行った次の（ア）～（エ）の説明について、適切なものには○、不適切なもの

には×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

榎本　浩太様

（お客様番号　００１－＊＊＊＊＊＊＊＊）

平成２３年１２月３０日現在

お預り証券等残高の明細

銘柄名 概算評価額 数量
評価日の

単価

取得時の

単価
備考

【証券総合口座】

ＭＲＦ 551,224円 551,224口

評価額小計 551,224円

【債券】

個人向け国債

(変動10年)第21回債
800,000円 800,000円

利払日：

1月15日・7月15日

償還日：

平成30年1月15日

ＭＡ株式会社

普通社債　第3回債
299,400円 300,000円 99.80円 100.00円

利払日：

4月25日・10月25日

償還日：

平成25年10月25日

利率：年1.2％

評価額小計 1,099,400円

【投資信託】

ＭＸグローバル債券

ファンド(毎月決算型)
525,900円 600,000口 8,765円 9,647円 決算日：毎月20日

評価額小計 525,900円

お預り残高の評価額合計 2,176,524円
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（ア）「証券総合口座用のＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）は、購入後３０日未満に換金をする

場合、１万口当たり１０円の信託財産留保額が差し引かれます。」

（イ）「個人向け国債（変動１０年）を中途換金するには、発行から２年を経過していなければなりま

せん。」

（ウ）「ＭＡ株式会社の普通社債の利子に課される税率は、現在、軽減税率で１０％（所得税７％、住

民税３％）です。」

（エ）「ＭＸグローバル債券ファンド（毎月決算型）は、決算の結果、運用状況に応じて収益分配金が

支払われないこともあります。」
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問５

　下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

（出所：会社四季報　東洋経済　２０１１年３集）

・ この企業の株式を１単元（１単位）保有していた場合、２０１１年３月期における年間の配当

金額（税引前）は（　ア　）円である。

・ この企業の株式を２００６年２月末時点で１００株保有していた場合、株式分割の結果、２０１１

年３月末時点では（　イ　）株保有していることになる。
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【第３問】下記の（問６）～（問９）について解答しなさい。

問６

　建築基準法上の道路に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な数値を語群の中から選び、

解答欄に記入しなさい。なお、同じ数値を何度選んでもよいこととする。

建築基準法上の道路とは、原則として、幅員（　ア　）ｍ以上のもので、下記＜資料＞に示したも

のである。

＜資料：建築基準法上の道路とは＞

（１）道路法による道路

（２）都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路

（３）建築基準法第３章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路（公道・私道）

（４）新設または変更の事業計画のある道路で、２年以内にその事業が執行される予定のもの

として特定行政庁が指定したもの

（５）私道で、一定の基準に適合する道で、私道の所有者が特定行政庁からその位置の指定を

受けたもの（位置指定道路）

なお、現に建築物が立ち並んでいる幅員（　ア　）ｍ未満の道であっても、特定行政庁の指定を受

けたものは、いわゆる（　イ　）項道路として例外的に道路とみなされる。この場合、道路の両側

が宅地であるときには、その道路の中心線から（　ウ　）ｍずつ両側に後退した線を道路境界線と

みなす。

（　ウ　）ｍ

道路境界線

中心線
（　ア　）ｍ
未満の道路

道路境界線

（　ウ　）ｍ

建築物

建築物

＜（　イ　）項道路の例＞

＜語群＞

２　　　　３　　　　４　　　　５　　　　６　　　　８　　　　１０
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問７

　下記＜資料＞は、平成１８年に住宅ローン契約を締結している布施さんの登記事項証明書（土地）の

一部である。この登記事項証明書に関する次の（ア）～（エ）の記述について、正しいものには○、誤

っているものには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

権利部（乙区）　（所有権以外の権利に関する事項）

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

１ 抵当権設定 平成１８年３月２０日
第２１２号

原因　平成１８年３月２０日金銭消費貸借同
日設定

債権額　金３,０００万円
利息　年２・１０％（年３６５日日割計算）
損害金　年１４・５％（年３６５日日割計算）
債務者
東京都港区虎ノ門○－△－□
布施達雄

抵当権者　東京都中央区中央◇－×－△
株式会社むくどり銀行

（ア）平成１８年３月２０日にむくどり銀行の抵当権設定登記が行われ、抵当権設定当初の債権額は

３,０００万円であることがわかる。

（イ）住宅ローンに係る抵当権設定登記の費用は、抵当権者であるむくどり銀行が全額を負担する。

（ウ）布施さんが債務の弁済を怠った場合、むくどり銀行は裁判所に申し立てて、この土地を競売にか

け、債権を回収することができる。

（エ）この土地には、むくどり銀行の抵当権が設定されているため、別途、他の金融機関が抵当権を設

定することはできない。
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問８

　新築住宅に対する固定資産税の減額制度に関する下記＜資料＞の空欄（ア）～（エ）にあてはまる数

値の組み合わせとして、正しいものはどれか。

＜資料＞

［新築住宅に対する固定資産税の減額（認定長期優良住宅でない場合）］

要件

・ 専用住宅、併用住宅（併用住宅の場合、居住用部分の床面積の割合が全体の２分

の１以上）

・ 居住用部分の床面積が（　ア　）ｍ
2
（一戸建ての場合）以上２８０ｍ

2
以下

内容 ・
 

（　イ　）ｍ
2
までの床面積に対する固定資産税額の（　ウ　）を減額

期間
・ ３階建て以上の中高層耐火構造等の場合は（　エ　）年度分

・ 一般の住宅（木造等）は３年度分

１．（ア）３０　（イ）１２０　（ウ）１／２　（エ）７

２．（ア）３０　（イ）２４０　（ウ）１／３　（エ）５

３．（ア）５０　（イ）２４０　（ウ）１／３　（エ）７

４．（ア）５０　（イ）１２０　（ウ）１／２　（エ）５

問９

　下記＜資料＞は、インターネット上の不動産広告（抜粋）である。この広告の内容に関する次の（ア）

～（エ）の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

＜資料＞

【建築条件付き土地】

所在地：○○市△△町３丁目２番１号

交通　：□□線△△駅から徒歩１２分

価格　：１,９８０万円

面積　：１２５ｍ2

建ぺい率・容積率
建ぺい率：　６０％

容積率　：２００％
設備 公営水道・都市ガス・本下水

用途地域 準住居地域 土地の権利 所有権

建築条件 あり 取引態様 売主

（ア）□□線△△駅からこの土地までの道路距離は、９６０ｍ超１,０４０ｍ以下である。

（イ）この土地に建築できる建物の建築面積は、最大で２５０ｍ2である。

（ウ）この土地を購入する場合、不動産業者に仲介手数料を支払う必要はない。

（エ）この土地は、売買契約から一定期間内に特定の建築業者と建築請負契約を結ぶことが条件となっ

ている。
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【第４問】下記の（問１０）～（問１３）について解答しなさい。

問１０

　細川秀一さんが団体扱いで契約している下記＜資料＞の医療保険に関する次の（ア）～（エ）の記述

について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、秀一さんはこれ

までに下記＜資料＞の保険から、保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。また、

（ア）～（エ）の記述はそれぞれ独立した問題であり、相互に影響を与えないものとする。

＜資料＞

保険種類　医療保険 契約日（保険期間の始期）　　　　

証券番号　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ２０００年（平成１２年）５月１日

保険契約者 細川　秀一　様

被保険者
細川　秀一　様

契約年齢　３１歳

保険契約者印

◯細川

受取人

（給付金）被保険者　様

（死亡保険金）細川　冨美子　様（続柄　妻）

分割割合　１０割

指定代理請求人 細川　冨美子　様（続柄　妻）

◇保険料

保険期間 終身 保険料 毎月＊＊＊＊円

保険料払込期間 終身 保険料払込方法 団体扱い

◇保障内容

入院給付金 日額５,０００円（５日以上の入院時に５日目から）

手術給付金 １０万円（１回につき）

通院給付金 日額３,０００円（退院後の通院に限る）

死亡保険金 ５０万円

（ア）秀一さんが退職した場合、団体扱いで契約していたこの医療保険は自動的に解約扱いとなる。

（イ）秀一さんが、胆石の手術（１回）で１４日間入院した場合、入院給付金と手術給付金の合計１５

万円を受け取ることができる。

（ウ）秀一さんが、手術前の検査のために２日間通院した場合、通院給付金として６,０００円を受け

取ることができる。

（エ）秀一さんが交通事故により即死した場合、冨美子さんは死亡保険金として５０万円を受け取るこ

とができる。
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問１１

　岡さんは、最近、同じ病気で２回入院をした。岡さんが契約している医療保険（下記参照）から受け

取れる入院給付金の日数として、正しいものはどれか。なお、岡さんはこれまでにこの医療保険から一

度も給付金を受け取っていないものとする。また、手術給付金については考慮しないものとする。

＜岡さんの入院日数＞

４０日間入院

（１回目の入院）

３０日間入院

（２回目の入院）

再入院退院

２２日間

＜岡さんの医療保険の入院給付金（日額）の給付概要＞

・ 給付金の支払い条件：５日以上の入院で入院５日目より支払う。

・ １入院限度日数：　 　６０日

・ 通算限度日数　：１,０９５日

・ １８０日以内に同じ病気で再度入院した場合は、１回の入院とみなす。

１．１回目の入院につき３６日分、２回目の入院につき２４日分

２．１回目の入院につき３６日分、２回目の入院につき３０日分

３．１回目の入院につき４０日分、２回目の入院につき２４日分

４．１回目の入院につき４０日分、２回目の入院につき３０日分



－12－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問１２

　下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の税金に関する次の記述の空欄（ア）

～（エ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語

句を何度選んでもよいこととする。

＜生命保険の加入状況＞

保険種類 払込方法
契約者

（保険料負担者）
被保険者

死亡保険金

受取人

満期保険金

受取人

年金

受取人

契約Ａ 終身保険 月払い 夫 夫 妻 － －

契約Ｂ 養老保険 年払い 夫 妻 夫 夫 －

契約Ｃ 医療保険 月払い 妻 妻 夫 － －

契約Ｄ 個人年金保険 年払い 夫 夫 妻 － 夫

・ 契約Ａについて、妻が受け取った死亡保険金は、（　ア　）となる。

・ 契約Ｂについて、夫が受け取った満期保険金は、（　イ　）となる。

・ 契約Ｃについて、妻が受け取った入院給付金は、（　ウ　）となる。

・ 契約Ｄについて、夫が毎年受け取る年金は、（　エ　）となる。

＜語群＞

１．相続税の課税対象　　　　　　　　　　２．贈与税の課税対象

３．所得税（一時所得）の課税対象　　　　４．所得税（雑所得）の課税対象

５．所得税（源泉分離課税）の課税対象　　６．非課税



－13－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問１３

　地震保険に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいもの

はどれか。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の（　ア　）の範囲内で設定するが、居住用建物は

５,０００万円、家財は（　イ　）が限度となる。

支払われる保険金は、保険の対象である建物や家財の損害の程度に応じて、全損の場合は契約金額

の１００％、半損の場合は契約金額の５０％、一部損の場合は契約金額の（　ウ　）で、いずれの

場合も時価が限度となる。

１．（ア）３０％～８０％　（イ）１,０００万円　（ウ）１０％

２．（ア）３０％～８０％　（イ）３,０００万円　（ウ）　５％

３．（ア）３０％～５０％　（イ）３,０００万円　（ウ）１０％

４．（ア）３０％～５０％　（イ）１,０００万円　（ウ）　５％



－14－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

【第５問】下記の（問１４）～（問１７）について解答しなさい。

問１４

　柴田千恵子さんの毎年の収入は、年間９０万円のパート収入のみであるが、平成２３年においては、

千恵子さんが契約（保険料を負担）していた養老保険（保険期間２０年）の満期保険金２５０万円も受

け取った。千恵子さんの平成２３年分の総所得金額として、正しいものはどれか。

＜平成２３年中の収入＞

内容 金額

給与収入（パート） 　９０万円

養老保険の満期保険金 ２５０万円

（注１）養老保険の既払込保険料は１８０万円であった。

（注２）養老保険の配当金については考慮しないものとする。

＜給与所得控除額の速算表＞

給与等の収入金額 給与所得控除額

１６２.５万円 以下 　　　　　　　　　　６５万円

１６２.５万円 超 １８０万円 以下 収入金額×４０％　　　　　　

１８０万円 超 ３６０万円 以下 収入金額×３０％＋　１８万円

３６０万円 超 ６６０万円 以下 収入金額×２０％＋　５４万円

６６０万円 超 １,０００万円 以下 収入金額×１０％＋１２０万円

１．　３５万円

２．　４５万円

３．　６０万円

４．　９５万円



－15－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問１５

　唐沢信二さんの平成２３年分のアパート経営に係る収入・支出等は、下記＜資料＞のとおりである。

唐沢さんの不動産所得の金額（青色申告特別控除前の金額）として、正しいものはどれか。なお、収入・

支出等とも未払い・未収・前払い・前受けのものはないものとする。

＜資料＞

【唐沢信二さんが経営するアパートの収支状況等（平成２３年分）】

［収入］

項目 金額 備考

家賃 ８,９００,０００円

礼金 　 １５０,０００円 入居時に徴収し、全額返還を要しない。

敷金 　 １５０,０００円 入居時に預かり、退去時に全額返還する予定である。

［支出等］

項目 金額 備考

アパートローン返済額 ２,７００,０００円

［返済額の内訳］

元本充当部分：１,５２０,０００円

利息充当部分：１,１８０,０００円

減価償却費 １,４００,０００円 アパートの建物に係るものである。

固定資産税等 　 ５６０,０００円 アパートの土地・建物に係るものである。

その他必要経費 　 ５００,０００円

１．　３,８９０,０００円

２．　５,２６０,０００円

３．　５,４１０,０００円

４．　５,５６０,０００円



－16－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問１６

　馬場孝一さんは、平成２３年中に下記＜資料＞の医療費を支払った。馬場さんの平成２３年分の所得

税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、馬場さんの給与所得は

３４６万円で、このほかに所得はないものとする。また、妻および長男は同一生計である。

＜資料＞

支払日 医療等を受けた人 医療機関等 内容 支払金額

　４月２０日 妻 Ａ病院 骨折で入院（注） ８０,０００円

　９月１２日 本人 Ｂ歯科医院 虫歯治療 ２００,０００円

１２月１３日 長男 Ｃ薬局 風邪薬の購入 ３,０００円

（注）生命保険契約における医療特約により入院給付金７０,０００円を受け取っている。

１．　　３０,０００円

２．　１１３,０００円

３．　１８３,０００円

４．　２１３,０００円

問１７

　個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．個人住民税にも所得税と同様に所得控除があり、個人住民税の基礎控除額は３８万円である。

２．大企業を有する市町村では、法人からの税収が多いため、個人住民税の税率が下がり、個人住民税

額が低くなる傾向がある。

３．平成２４年度の個人住民税（所得割）は、平成２４年の途中で転居したとしても、平成２４年１月

１日現在の住所地の市町村に対して納付することとなる。

４．給与所得者の納付方法には、賞与および毎月の給与から個人住民税が徴収される特別徴収という方

法がある。



－17－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

【第６問】下記の（問１８）～（問２０）について解答しなさい。

問１８

　下記の＜親族関係図＞の場合において、民法の規定に基づく法定相続分に関する次の記述の空欄（ア）

～（ウ）に入る適切な語句または数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句ま

たは数値を何度選んでもよいこととする。

＜親族関係図＞

妻

長男 長女

（すでに死亡）

（平成２３年１１月５日死亡）

父

（すでに死亡）

母

配偶者被相続人 弟

（長男と長女は共に相続放棄をしている）

［相続人の法定相続分］

・ 被相続人の配偶者の法定相続分は（　ア　）。

・ 弟の法定相続分は（　イ　）。

・ 長男・長女のそれぞれの法定相続分は（　ウ　）。

＜語群＞

なし　　　　１／２　　　１／３　　　１／４　　　１／８　　　２／３

３／４　　　３／８　　　１／１６



－18－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問１９

　下記＜資料＞の宅地（貸家建付地）について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものは

どれか。

＜資料＞

［借地権割合］

記号 借地権割合

Ａ ９０％

Ｂ ８０％

Ｃ ７０％

Ｄ ６０％

Ｅ ５０％

Ｆ ４０％

Ｇ ３０％

３００Ｃ

５００ｍ
2

２０ｍ

２５ｍ

注１：奥行価格補正率　２０ｍ以上２４ｍ未満　１.００

注２：借家権割合　３０％

注３：この宅地には宅地の所有者の賃貸マンションが建っていて、現在満室（すべて賃貸中）と

なっている。

注４：その他の記載のない条件は考慮しないものとする。

１．　　４５,０００,０００円

２．　１０５,０００,０００円

３．　１１８,５００,０００円

４．　１５０,０００,０００円



－19－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問２０

　下記のデータに基づき、相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件について

は、一切考慮しないこととする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと

とする。

＜課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額＞

土地　　　　　　　：２,０００万円（小規模宅地等の減額の特例適用後）

建物　　　　　　　：１,５００万円

預貯金　　　　　　：３,０００万円

投資信託　　　　　：１,５００万円

債務および葬式費用：　 ５００万円



－20－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

【第７問】下記の（問２１）～（問２３）について解答しなさい。

＜荒木家の家族データ＞

氏名 続柄 生年月日 備考

荒木　道夫 本人 昭和３５年　７月２６日 会社員

　　　和美 妻 昭和３６年　４月　５日 主婦

　　　真帆 長女 平成　３年１１月１３日 大学生

＜荒木家のキャッシュフロー表＞ （単位：万円）

経過年数 現在 １年 ２年 ３年 ４年

西暦（年） ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５

平成（年） ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

荒木　道夫 本人 ５１歳 ５２歳 ５３歳 ５４歳 ５５歳

　　　和美 妻 ５０歳 ５１歳 ５２歳 ５３歳 ５４歳
家族構成

／年齢　
　　　真帆 長女 ２０歳 ２１歳 ２２歳 ２３歳 ２４歳

真帆

大学卒業
海外旅行

ライフイベント

変動率

給与収入（夫） １％ （　ア　）

給与収入（妻） － ０ ０ ０ ０ ０
収
入

収入合計 －

基本生活費 ２％ ２７０ （　イ　）

住居費 － １２０ １２０ １２０ １２０ １２０

教育費 － １２０ １２０ １２０ ０ ０

保険料 － ３６ ３６ ３６ ３６ ３６

一時的支出 － ５０

その他支出 － １５ １５ １５ １５ １５

支
出

支出合計 －

年間収支 － ８

金融資産残高 １％ ７６０ （　ウ　）

※年齢は各年１２月３１日現在のものとし、平成２３年を基準年とする。

※記載されている数値は正しいものとする。

※問題作成の都合上、一部空欄にしてある。



－21－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問２１

　荒木家のキャッシュフロー表を作成するに当たり、下記の＜源泉徴収票＞を基に、キャッシュフロー

表中の空欄（ア）に入る可処分所得を求めなさい。なお、計算に当たっては、住民税については３１万

円とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載

されている単位に従うこととする。

＜荒木さんの源泉徴収票（一部抜粋）＞

問２２

　荒木家のキャッシュフロー表の空欄（イ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

問２３

　荒木家のキャッシュフロー表の空欄（ウ）に入る数値を計算しなさい。なお、計算に当たっては、キ

ャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、

解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。



－22－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

【第８問】下記の（問２４）～（問２６）について解答しなさい。

＜設例＞

下記の係数早見表を乗算で使用し、各問について計算しなさい。なお、税金は一切考慮しないこと

とする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。

＜係数早見表（年利１.０％）＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０１０ ０.９９０ １.０００ １.０１０ １.０００ ０.９９０

２年 １.０２０ ０.９８０ ０.４９８ ０.５０８ ２.０１０ １.９７０

３年 １.０３０ ０.９７１ ０.３３０ ０.３４０ ３.０３０ ２.９４１

４年 １.０４１ ０.９６１ ０.２４６ ０.２５６ ４.０６０ ３.９０２

５年 １.０５１ ０.９５１ ０.１９６ ０.２０６ ５.１０１ ４.８５３

６年 １.０６２ ０.９４２ ０.１６３ ０.１７３ ６.１５２ ５.７９５

７年 １.０７２ ０.９３３ ０.１３９ ０.１４９ ７.２１４ ６.７２８

８年 １.０８３ ０.９２３ ０.１２１ ０.１３１ ８.２８６ ７.６５２

９年 １.０９４ ０.９１４ ０.１０７ ０.１１７ ９.３６９ ８.５６６

１０年 １.１０５ ０.９０５ ０.０９６ ０.１０６ １０.４６２ ９.４７１

１５年 １.１６１ ０.８６１ ０.０６２ ０.０７２ １６.０９７ １３.８６５

２０年 １.２２０ ０.８２０ ０.０４５ ０.０５５ ２２.０１９ １８.０４６

２５年 １.２８２ ０.７８０ ０.０３５ ０.０４５ ２８.２４３ ２２.０２３

３０年 １.３４８ ０.７４２ ０.０２９ ０.０３９ ３４.７８５ ２５.８０８

＜係数早見表（年利３.０％）＞

終価係数 現価係数 減債基金係数 資本回収係数 年金終価係数 年金現価係数

１年 １.０３０ ０.９７１ １.０００ １.０３０ １.０００ ０.９７１

２年 １.０６１ ０.９４３ ０.４９３ ０.５２３ ２.０３０ １.９１３

３年 １.０９３ ０.９１５ ０.３２４ ０.３５４ ３.０９１ ２.８２９

４年 １.１２６ ０.８８８ ０.２３９ ０.２６９ ４.１８４ ３.７１７

５年 １.１５９ ０.８６３ ０.１８８ ０.２１８ ５.３０９ ４.５８０

６年 １.１９４ ０.８３７ ０.１５５ ０.１８５ ６.４６８ ５.４１７

７年 １.２３０ ０.８１３ ０.１３１ ０.１６１ ７.６６２ ６.２３０

８年 １.２６７ ０.７８９ ０.１１２ ０.１４２ ８.８９２ ７.０２０

９年 １.３０５ ０.７６６ ０.０９８ ０.１２８ １０.１５９ ７.７８６

１０年 １.３４４ ０.７４４ ０.０８７ ０.１１７ １１.４６４ ８.５３０

１５年 １.５５８ ０.６４２ ０.０５４ ０.０８４ １８.５９９ １１.９３８

２０年 １.８０６ ０.５５４ ０.０３７ ０.０６７ ２６.８７０ １４.８７７

２５年 ２.０９４ ０.４７８ ０.０２７ ０.０５７ ３６.４５９ １７.４１３

３０年 ２.４２７ ０.４１２ ０.０２１ ０.０５１ ４７.５７５ １９.６００

※記載されている数値は正しいものとする。
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問２４

　坂上さんは、毎年３６万円を２種類の金融商品に分けて積立てをすることにした。その内訳として、

６万円を年利３.０％の複利運用、３０万円を年利１.０％の複利運用とした場合、１０年後の合計額は

いくらになるか。

問２５

　山田さんは、今後３年間、年利１.０％で複利運用しながら、１年経過日ごとに８０万円を子どもの

教育資金として取り崩していきたいと考えている。現在いくらの資金があればよいか。

問２６

　高梨さんは、旅行費用として貯めてきた１６８万円を、年利１.０％で複利運用しながら８年間、毎

年年末に均等に取り崩したいと考えている。この場合、毎年いくらずつ受け取ることができるか。
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【第９問】下記の（問２７）～（問３３）について解答しなさい。

＜設例＞

工藤修さんは、民間企業に勤務する会社員である。修さんと妻の恵子さんは、今後の資産形成や家

計の見直しについて、ＦＰで税理士でもある米田さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれ

も平成２４年１月１日現在のものである。

＜家族構成＞

氏名 続柄 生年月日 年齢 備考

工藤　修　 本人 昭和４０年５月１３日 ４６歳 会社員

　　　恵子 妻 昭和４０年８月２６日 ４６歳 パート勤務

　　　愛　 長女 平成　６年７月　５日 １７歳 高校２年生

　　　翼　 長男 平成　８年９月２１日 １５歳 中学３年生

＜収入金額（平成２３年）＞

・ 修さん　　給与収入：５００万円（手取り）　修さんに給与収入以外の収入はない。

・ 恵子さん　給与収入：　９０万円（手取り）　恵子さんに給与収入以外の収入はない。

＜金融資産（時価）＞

・ 修さん名義

　　銀行預金（普通預金）　 ：２００万円

　　銀行預金（定期預金）　 ：３００万円

　　個人向け国債（固定３年）：　５０万円

・ 恵子さん名義

　　銀行預金（普通預金）　 ：１００万円

　　銀行預金（定期預金）　 ：１５０万円

　　投資信託　　　　　　　 ：　３０万円

＜住宅ローン＞

債務者　：修さん

借入先　：ＨＡ銀行

借入時期：平成１５年８月

借入金額：２,６００万円

返済方法：元金均等返済（ボーナス返済なし）

金利　　：固定金利

返済期間：２０年間
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問２７

　修さんは、愛さんが大学へ進学する予定であることから、奨学金に関心があり、ＦＰの米田さんに質

問をした。米田さんが説明した、日本学生支援機構の奨学金に関する下表の空欄（ア）～（ウ）にあて

はまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

利息の有無
返還義務の有無

在学中 卒業後

家計支持者の年収・

所得の上限額の有無

第一種奨学金 （　ア　） なし なし あり

第二種奨学金 あり なし （　イ　） （　ウ　）

１．（ア）あり　（イ）あり　（ウ）あり

２．（ア）あり　（イ）なし　（ウ）なし

３．（ア）なし　（イ）あり　（ウ）あり

４．（ア）なし　（イ）なし　（ウ）なし
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問２８

　ＦＰの米田さんは、住宅ローンの繰上げ返済について修さんから質問を受け、イメージ図を使ってそ

の仕組みを説明した。修さんの住宅ローンを「期間短縮型」で繰上げ返済した場合のイメージ図として、

最も適切なものはどれか。なお、繰上げ返済は元金部分に充当するものとし、図の網掛け部分

（　　　、　　　）は繰上げ返済する元金部分または軽減される利息部分を表示している。

元金

利息

元金

利息

元金

利息

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

▲繰上げ返済

１． ２．

３． ４．

元金

利息

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

毎
回
の
返
済
額

返済期間

返済期間

返済期間

返済期間
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問２９

　恵子さんは、運用実績を上回る分配金を支払っている毎月分配型投資信託が多いという新聞記事を読

み、ＦＰの米田さんに分配金と基準価額の関係について質問をした。米田さんが説明した、下図の＜分

配金と基準価額のイメージ＞の空欄（ア）、（イ）に入る適切な数値を語群の中から選び、その番号のみ

を解答欄に記入しなさい。なお、決算前と決算後の間に係る運用損益は考慮しないこととする。

＜分配金と基準価額のイメージ＞

基準価額
９,９００円

１０円
基準価額

１０,０００円 ５０円

基準価額
１０,０６０円

運用開始 運用成果（決算前） 決算後

分配金　　　　　　　　　　　　　　　　（　ア　）円

（分配金の内訳）

利息・配当収入による分配金　　　　（　イ　）円

値上がり益による分配金　　　　　　（＊＊＊）円

収益調整金等　　　　　　　　　　　　　１００円

　元本　　利息・配当収入　　値上がり益

（注）問題の性質上、一部（＊＊＊）としてある。

＜語群＞

１．　４０　　　　２．　５０　　　　３．　６０

４．　１１０　　　５．　１５０　　　６．　１６０
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問３０

　修さんは、所得税の確定申告で医療費控除の申告を行う予定もあり、ＦＰの米田さんに所得税の計算

の流れについて質問をした。米田さんが説明した、下図の＜所得税の計算の流れ＞に関する次の記述の

空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

＜所得税の計算の流れ＞

所得から
差し引かれる金額

税金から
差し引かれる金額

収入から
差し引かれる金額

①所得金額 ④申告納税額②課税される所得金額 ③所得税額

×
税率

収入金額

（出所：国税庁　平成２２年　所得税の確定申告の手引き）

（　ア　）は「収入から差し引かれる金額」に、（　イ　）は「所得から差し引かれる金額」に、

（　ウ　）は「税金から差し引かれる金額」に、それぞれ該当する。

１．（ア）公的年金等控除　（イ）住宅借入金等特別控除　（ウ）扶養控除

２．（ア）雑損控除　　　　（イ）基礎控除　　　　　　　（ウ）生命保険料控除

３．（ア）給与所得控除　　（イ）社会保険料控除　　　　（ウ）住宅借入金等特別控除

４．（ア）配偶者控除　　　（イ）医療費控除　　　　　　（ウ）配当控除



－29－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問３１

　修さんは、盲腸炎で７日間入院し、平成２３年１１月の医療費が総額４５０,０００円かかったため、

ＦＰの米田さんに健康保険の高額療養費制度について質問をした。米田さんが説明した高額療養費制度

に関する下図の空欄（ア）にあてはまる数値を解答欄に記入しなさい。なお、修さんは全国健康保険協

会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であり、修さんの所得区分は「一般」に該当するものとする。

高額療養費の支給額　（　ア　）円

窓口負担

医療費　４５０,０００円

自己負担
限度額

＜１ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額／７０歳未満の人＞

所得区分 医療費の自己負担限度額

上位所得者 １５０,０００円＋（医療費－５００,０００円）×１％

一般 　８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％

低所得者 ３５,４００円

※多数該当については考慮しない。
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問３２

　恵子さんの同僚の富田礼子さんは、ある資格を取得したこともあって転職を考えている。そこで恵子

さんは、富田さんが退職した場合の雇用保険の基本手当について調べてみた。富田さんの基本手当の受

給に関する下図の空欄（ア）～（ウ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に

記入しなさい。なお、富田さんは入社５年目の４０歳で、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満た

しているものとする。

▲
離職日の
翌日

▲

待期期間

（　イ　）

給付制限期間

最長（　ウ　）

受給期間　原則として（　ア　）

認定 → 基本手当支給

受給資格
決定日

（求職申込日）

▲
受給期間
満了日

＜語群＞

１．　７日間　　　　２．　１０日間　　　３．　１４日間　　　４．　１ヵ月間

５．　２ヵ月間　　　６．　３ヵ月間　　　７．　１年間　　　　８．　１年６ヵ月間

９．　２年間
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問３３

　恵子さんの母親の文子さんは、昭和１７年４月１０日生まれで、まもなく７０歳になる。文子さんは

老齢基礎年金を繰り下げて７０歳から受給する予定である。文子さんの国民年金保険料納付済期間など

が下記＜資料＞のとおりである場合、７０歳到達月に繰下げの申出をした文子さんに支給される老齢基

礎年金の年金額として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［文子さんの国民年金保険料納付済期間］

昭和４４年６月～平成１４年３月　３９４月

※このほかに保険料納付済期間はないものとする。

［その他］

・ 老齢基礎年金の額（満額）：７８８,９００円（平成２３年度価額）

・ 文子さんの加入可能年数：４０年

・ 繰下げ受給増額率：６５歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数×０.７％

・ 振替加算は考慮しない。

・ 年金額の端数処理

年金額の計算過程においては円未満を四捨五入し、繰下げ受給の老齢基礎年金の年金額につい

ては、５０円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数が生

じたときはこれを１００円に切り上げるものとする。

１．　　 ６４７,６００円

２．　　 ８６５,１００円

３．　　 ９１９,５００円

４．　１,１２０,２００円
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【第１０問】下記の（問３４）～（問４０）について解答しなさい。

＜設例＞

民間企業に勤務している増山明子さんは、最近夫の昌樹さんが死亡したため、今後の生活のことな

どに関して、ＦＰで税理士でもある沼田さんに相談をした。なお、下記のデータは、家族構成は平

成２４年１月１日現在のもの、それ以外は平成２３年１２月１日現在（昌樹さんが死亡する前）の

ものである。

Ｉ．家族構成

氏名 続柄 生年月日 年齢 職業

増山　明子 本人 昭和３４年７月７日 ５２歳 会社員

　　　智子 長女 平成　２年６月３日 ２１歳 大学生

　　　健太 長男 平成　６年８月６日 １７歳 高校生

　　　歩美 二女 平成　９年５月４日 １４歳 中学生

注１：明子さんの夫の昌樹さんは、平成２３年１２月２５日に交通事故により死亡している。この

事故は、業務上の事故である（業務上の死亡に該当する）。なお、家族に障害者に該当する

者はなく、全員、昌樹さんと生計を一にしていた。

注２：智子さんは、大学近くに下宿している。健太さんと歩美さんは、明子さんと同居している。

Ⅱ．財務データ

＜資料１：保有財産（時価）＞ （単位：万円）

昌樹 明子

金融資産

　預貯金等

　国内株式等

２,３５０

　 ４８０

１,７４０

　 ２８０

生命保険（解約返戻金相当額） ＜資料３＞を参照 ＜資料３＞を参照

不動産

　自宅（マンション）

　賃貸アパート（土地）

　賃貸アパート（建物）

２,８００

２,６００

　 ７４０

動産等 ２５０ １２０

注３：自宅および賃貸アパートには抵当権が設定されている。

＜資料２：負債残高＞

住宅ローン　　：２,７４０万円（債務者は昌樹さん。団体信用生命保険付き）

アパートローン：１,００７万円（債務者は昌樹さん。団体信用生命保険なし）
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＜資料３：生命保険等＞ （単位：万円）

保険種類 契約者 被保険者
死亡保険金

受取人
保険金額

解約返戻

金相当額
保険期間

定期保険Ａ

（グループ保険）
昌樹 昌樹 明子 ２,０００ なし 平成２４年まで

定期保険Ｂ 昌樹 昌樹 明子
１,０００

（注６）
なし 平成３０年まで

終身保険Ｃ

（定期保険特約付）
昌樹 昌樹 明子 （注５） ２４０ （注５）

養老保険Ｄ 昌樹 明子 昌樹
　 ５００

（注６）
４２０ 平成３０年まで

注４：解約返戻金相当額は、平成２３年１２月１日に解約した場合の金額である。

注５：終身保険Ｃ（定期保険特約付）の主契約（終身保険部分）の保険金額は５００万円であり、

定期保険特約部分の保険金額は２,０００万円、保険期間は平成３０年までである。

注６：定期保険Ｂには災害割増特約１,０００万円が、養老保険Ｄには災害割増特約５００万円が

付加されている。このほかに災害割増特約が付加されている契約はない。

注７：すべての契約は、契約者が保険料を負担している。また、契約者配当および契約者貸付はな

い。

＜資料４：収入状況＞

昌樹さんの死亡直前の月額給与（賞与以外の普通給与の額）は７５万円であった。

Ⅲ．その他

上記以外については、各設問において特に指定のない限り一切考慮しないこと。
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問３４

　ＦＰの沼田さんは、まず昌樹さんの死亡前（平成２３年１２月１日現在）における増山家のバランス

シート分析を行うこととした。下表の空欄（ア）に入る数値を計算しなさい。なお、昌樹さんの死亡に

伴う財産・債務の保有状況の変化（例：生命保険金の支払い、遺産分割など）については考慮しないこ

と。

＜増山家のバランスシート＞ （単位：万円）

［資産］ ［負債］

住宅ローン

アパートローン

×××

×××

負債合計 ×××

金融資産

預貯金等

国内株式等

生命保険（解約返戻金相当額）

不動産

自宅

賃貸アパート

動産等

　

×××

×××

×××

　

×××

×××

×××

［純資産］ （　ア　）

資産合計 ××× 負債・純資産合計 ×××

問３５

　昌樹さんの死亡により、明子さんに支払われる死亡保険金の額として、正しいものはどれか。なお、

団体信用生命保険については考慮しないこと。

１．　５,５００万円

２．　６,０００万円

３．　６,５００万円

４．　７,５００万円
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問３６

　明子さんは、昌樹さんのアパートローン（下記＜返済予定表＞参照）を全額繰上げ返済することを考

えている。仮に、平成２４年６月の約定返済と同時に、約定返済後のローン残高である９,５６７,９４３

円を一括で繰上げ返済した場合、軽減される返済額として、正しいものはどれか。なお、繰上げ返済に

伴う手数料等は考慮しないものとする。

＜返済予定表＞ （単位：円）

返済年月 返済額
元金 利息

返済後残高

平成２４年　４月 ９６,５６１ ７２,０９９ ２４,４６２ ９,７１２,６８２

平成２４年　５月 ９６,５６１ ７２,２７９ ２４,２８２ ９,６４０,４０３

平成２４年　６月 ９６,５６１ ７２,４６０ ２４,１０１ ９,５６７,９４３

平成２４年　７月 ９６,５６１ ７２,６４１ ２３,９２０ ９,４９５,３０２

（　中　略　）

平成３３年１０月 ９６,５６１ ９５,８４０ ７２１ １９２,４００

平成３３年１１月 ９６,５６１ ９６,０８０ ４８１ ９６,３２０

平成３３年１２月 ９６,５６１ ９６,３２０ ２４１ ０

１．　　 ８６０,６４５円

２．　１,４４０,０１１円

３．　２,０１９,３７７円

４．　２,５９８,７４３円



－36－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問３７

　昌樹さんの死亡により、昌樹さんの生前の勤務先であるＭＸ株式会社から、死亡退職金として２,４００

万円が、弔慰金として５００万円が明子さんに対して支払われた。この死亡退職金および弔慰金の相続

税法上の取扱いに関するＦＰの沼田さんの次の説明の空欄（ア）、（イ）に入る適切な語句を語群の中か

ら選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

「昌樹さんの死亡直前の月額給与（賞与以外の普通給与）の額から判断すると、受け取られた死亡

退職金のうち、相続税の課税対象となる金額は（　ア　）。また、弔慰金のうち、相続税の課税対

象となる金額は（　イ　）。」

＜語群＞

１．ありません（ゼロです）　　　２．　５０万円です　　　　３．　２７５万円です

４．　４００万円です　　　　　　５．　５００万円です　　　６．　９００万円です



－37－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問３８

　明子さんは、ＦＰの沼田さんに昌樹さんの死亡に伴う税務手続きについて質問をした。これに対する

沼田さんの次の説明の空欄（ア）、（イ）に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄

に記入しなさい。

「昌樹さんには、アパート経営に係る不動産所得があるため、１月１日から昌樹さんが死亡した日

までの平成２３年分の所得税に関して、（　ア　）に確定申告書を提出し、納税しなければなりま

せん。これを準確定申告といいます。また、相続税の期限内申告書は（　イ　）に提出しなければ

なりません。」

注１：明子さんは、昌樹さんが死亡した当日（平成２３年１２月２５日）に昌樹さんの死亡を確認して

いる（相続開始を知った日は平成２３年１２月２５日である）。

注２：＜語群＞に記載の日は、いずれも平日である。

＜語群＞

１．平成２４年２月１６日から３月１５日までの間　　　２．平成２４年１月２５日まで

３．平成２４年４月２５日まで　　　　　　　　　　　　４．平成２４年６月２５日まで

５．平成２４年１０月２５日まで　　　　　　　　　　　６．平成２４年１２月２５日まで



－38－２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問３９

　明子さんは、公的年金の遺族給付を受けるに当たり、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がいつから加算

されるのか、ＦＰの沼田さんに質問をした。沼田さんが示した中高齢寡婦加算の加算開始時期に関する

次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、明子さんの夫の昌樹さんは大学卒業後、２３歳でＭＸ株

式会社に入社し、死亡時の５５歳まで継続勤務（厚生年金保険に加入）しており、明子さんの年収は約

４００万円である。また、記載以外の受給要件はすべて満たしているものとする。

遺族基礎年金

明子さん
５２歳
▼

遺族厚生年金

明子さん
５６歳
▼

明子さん
６０歳
▼

明子さん
６５歳
▼

歩美さん
１８歳到達年度末

１８歳到達
年度末

Ａ Ｂ Ｃ

昌樹さん死亡

健太さん

１．明子さんには、中高齢寡婦加算が加算されることは一切ない。

２．明子さんには、中高齢寡婦加算が図のＡの時期から加算される。

３．明子さんには、中高齢寡婦加算が図のＢの時期から加算される。

４．明子さんには、中高齢寡婦加算が図のＣの時期から加算される。



－39終－ ２級 実技試験(資産設計提案業務・2012.1.22)

問４０

　明子さんの兄の謙治さんは、大学卒業後、勤務し続けてきた会社をまもなく定年退職する。そこで明

子さんは、謙治さんの退職後の公的医療保険についてＦＰの沼田さんに相談をした。全国健康保険協会

管掌健康保険（協会けんぽ）の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

１．任意継続被保険者の加入申出期限は、健康保険の資格喪失日から１４日以内である。

２．任意継続被保険者として加入できる期間は最長で１年間である。

３．任意継続被保険者には被扶養者の制度が設けられていない。

４．任意継続被保険者の保険料は全額自己負担であり、事業主による負担はない。


